
要 望 事 項 回 答

1 以下の項目について名古屋市に対し上申してく
ださい。

（1）現行助成要綱の改善要求

①児童の人数に関わらず、複数の指導員が配置で
き、人数枠に応じて指導員１名を加配できる助成を
して下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

②必要としている誰もが学童保育が利用できるよ
う、最低6人以上低学年（障害児は6年生まで）がい
ないと助成金がおりないという取り決めを撤廃して
下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

③2009年度までの助成金制度から学童保育所への
助成金が減ることのないような緩和措置を継続して
下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

④20人から35人枠の助成金額を大幅に上げて下さ
い。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

⑤年度途中で補助金が減ることのないよう猶予措
置を設けて下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

⑥家賃補助を実態に即して増額して下さい。 要望の趣旨を主管課にお伝えします。

⑦保育指導の計画・打ち合わせ・教材研究・研
修・父母との連絡・おやつの用意などの午前中の勤
務を保育時間と認め、それに見合った補助をして下
さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

⑧障害児受け入れにあたっては、受け入れ一人ご
とに一人分の指導員加配ができるよう実態にあった
補助金にして下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

（2）施設維持、改善について以下の項目を要求し
ます。

①学童施設を定期的に点検し、空調設備を整える
とともに施設管理費（修繕費用等）を必要な時に支
出して下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

②施設確保のため、小学校内施設等の活用ができ
るようにして下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

③施設確保のため、土地や建物の契約の際、市が
契約当事者になり、育成会に無償貸与して下さい。
また、各学区に所在する公有地（空き地）とその利
用目的を開示して下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

④地震に対する施設の安全性の確保をしつつ、保
育室に地震情報システムを導入してください。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

⑤施設防犯の向上へ向け、防犯灯の設置などを
行って下さい。また、プレハブ保育室の施錠は脆弱
であるため、抜本的な改善をして下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

（3）名古屋市放課後施策について
現在計画されているトワイライトスクールと、名古
屋市放課後子どもプランモデル事業の見直しに伴
う、放課後施策の改定は、更なる市民の混乱を招き
兼ねません。また、今後の学童保育の存続に大きく
影響を与えるものです。この計画は中止し、この施
策に学童保育の機能を持たせるのではなく、学童保
育の歴史と実績を重視し、子どもたちの安全や生活
を守ることができるよう私たちの意見を反映した学
童保育事業をすすめてください。緊急課題として、
今ある学童施策の充実を市へ強く上申してくださ
い。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。
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（４）子ども・子育て新システムについて
企業参入、幼保一元化を推し進める「子ども・子育
て新システム」の国の動きには名古屋市、港区とし
ても反対し、親の要求、労働実態にあった公的保育
制度の充実をすすめていくよう働きかけて下さい。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

２ 以下の項目について区として引き続き実施し
てください。

（１）図書券の支給。 要望の趣旨を社会福祉協議会にお伝えします｡

（２）区主催の年２回以上の学習会の実施｡ 要望に沿うよう努力します｡

（３）子ども青少年局発行の学童保育所案内書の
裏面に各学童の名称･住所･電話番号を掲載｡

引き続きそのように努力します｡

(４)上記案内書を区内の保育園･幼稚園の卒園児
に配布｡

要望に沿うよう努力します｡

（５）土地確保の際、趣旨説明等の援助｡ 要望に沿うよう努力します｡

（６）｢障害者と区民のふれあい広場｣に港区学童
保育連絡協議会として参加協力｡

要望の趣旨を社会福祉協議会にお伝えします｡

（７）｢広報なごや」へ留守家庭児童育成会（学
童保育）入会の案内の年2回の情報掲載｡（9月、2月
期）

毎年度2月期に掲載しており、今年度は9月期に
も原稿をいただいたということで掲載させてい
ただきました。来年度以降も原稿をご提出いた
だければ、他の官公署の原稿の集約状況を勘案
し、掲載可能と判断すれば掲載させていただき
ます。

(８)港区学童保育連絡協議会主催の｢港区学童保
育合同運動会｣の後援｡

引き続きそのように努力します｡

（９）問題別(移転など）に必要に応じた懇談｡ 要望に沿うよう努力します｡

（10）港区学童保育連絡協議会作成の学童保育案
内パンフレット等を区役所等の公的施設での配布活
用｡

子ども青少年局作成学童案内チラシの区内公
的施設への配布について努力します。

（11）区連協又は実行委員会主催による企画（ま
つり・学習会等）のポスターを区役所内に掲示。

まちづくり推進室情報コーナー担当あてにポス
ター等を送付していただければ、当区の配架基
準に従い、掲示させていただきます。

（12）不審者情報の迅速な発信。 引き続きそのように努力します｡

（13）各学童へ年1回の視察｡ 要望に沿うよう努力します｡

（14）保育園園長会へ入所募集活動の働きかけの
援助。

引き続きそのように努力します｡
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３ 以下の項目について、区として新たに実施
してください。

（1）「就学時健診」及び「入学説明会」での学
童保育に関する情報提供として校内での案内チラ
シ配布や入学説明会、またはその前後の時間を
使って学童保育所の説明がすべての小学校で実施
できるように働きかけてください。

従来から、子ども青少年局にて、留守家庭児童健
全育成事業の案内チラシを作成しておりますが、
今年度も10月に、市立小学校に配布し、就学前健
診や入学説明会の機会等に周知いただくよう依頼
しています。「就学時健診」及び「入学説明会」
の前後の時間に学童保育の説明を実施することに
ついては、各育成会において依頼するものと認識
しています。

（2）警報発令時における各学校の学童児童に対
する対応確認。

各育成会において依頼するものと認識していま
す。

（3）区主催による非常災害時対応等の講習会を
実施してください。

本市では、市政に関する施策などについて市民の
皆さんに知っていただくために、「市政出前トー
ク」という事業を行っております。今年度の「市
政出前トーク」の概要は別添のとおりでございま
すが、災害の防止に関するテーマは4-1から4-11ま
でございますので、ご希望に沿うテーマを選んで
いただき、名古屋市広報課あてにお申込みを頂き
たいと存じます。なお、「市政出前トーク」に
は、災害の防止に限らず様々なテーマがご用意さ
れておりますので、機会があれば是非ご検討くだ
さい。

（4）「広報なごや」へ掲載の際に、学童の内
容の欄のスペース拡大、写真掲載等を関係係へ要
望して下さい。

現状でも他の記事に比べスペースを大きくとって
掲載しており、これ以上スペースを拡大すること
は難しいというのが現状です。写真に関しては、
記事とのバランスやスペースの都合を勘案し、可
能であれば掲載いたします。

(5) 防犯、防火・防災対策として各学童保育
所に必要な防犯、防災、防火用品（消火器等）を
支給･設置してください。

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

（6）子ども青少年局発行の学童保育案内書を
外国籍卒園児に対し、英語･ポルトガル語･中国語
などで作成･配布してください｡

要望の趣旨を主管課にお伝えします。

（7）｢区民まつり」の参加協力団体に港区学童
保育連絡協議会を加えて、チラシに掲載していた
だけるよう主催者に働きかけてください。ステー
ジ等に参加させてください｡

協賛金を納めていただければ協賛広告を掲載する
ことは可能です。現在のところステージ枠はいっ
ぱいの状況で、物理的に新たな出演は無理な状況
です。また、小中学生出演枠は、小中学校校長会
に推薦してお願いしています。この枠組みを変更
するには区民まつり実行委員会の承認が必要で
す。

(8) 学童保育所施設、学校の通学路、学童近
辺の安全な環境保全のために、同時に子どもたち
の下校時の安全を確保するために学童保育所の存
在を示す、案内看板の設置、また信号機・横断歩
道・標識の設置などをしてください。必要な措置
を関係各庁（署）へ働きかけてください。

各育成会において、地域の協力を得て実施する
ものと認識しています｡

（9）運営等に際し、調査または現場視察等が
ある場合は事前に通知してください｡

要望に沿うよう努力します。
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